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 法 4-1    特別職報酬手当支給規程(R8.4.1～)  1 

学校法人高山短期大学 特別職報酬手当支給規程 

第１条 この規程は、学校法人高山短期大学特別職の、特別報酬手当に関する事項を定めることを目

的とする。 

第２条 この規程において、特別職とは次のものをいう。 

⑴ 理事長、代表業務執行理事、業務執行理事、常勤理事、非常勤理事、監事 

⑵ 学長、学長相談役、事務局長、顧問、参与、附属幼稚園長 

第３条 特別報酬手当は、社会的水準、法人の支払能力を考慮して公正に決定する。 

第４条 特別報酬手当は、別に定める。 

第５条 会議等の出席者（非常勤特別職）に、日当を支給する。 

理事及び監事は 10,000円、評議員は 5,000円に源泉所得税相当額を加えた額とする。 

２ 高山市以外からの出席者に対する交通費は、鉄道運賃の実費（グリーン料金含まず）又は燃料代

（旅費規程に準じた距離換算）を支給する。 

第６条 監査に対する手当は、日当 15,000円とする。 

２ 特別監査手当は、第１項に準ずる。 

第７条 この規程の実施について、必要な事項は理事長が定める。 

 

        附  則 

 この規程は、昭和５３年４月１日から実施する。 

        附  則 

  第５条の一部改正は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別 表 

下記報酬を上限として支払うものとする。 
  （単位：円） 

職     名 内 訳 報  酬  手  当 

理 事 長 年 額 7,200,000 

代 表 業 務 執 行 理 事 〃 4,200,000 

業 務 執 行 理 事 〃 240,000 

そ の 他 の 理 事 〃 120,000 

常 勤 監 事 〃 480,000 

監 事 〃 120,000 

学 長 〃 2,400,000 

学 長 相 談 役 〃 600,000 

事 務 局 長 〃 600,000 

附 属 幼 稚 園 長 〃 600,000 

 


